
【６】所沢市保育料徴収基準額表（参考）　

平成 ２０年 ４月 １日より適用

各月初日の入所児童の属する世帯階層区分 月      額  （円）

区分 定   義 ３歳未満児 ３歳以上児

Ａ
生活保護法（昭和25年法律第１４４号）による被保護世帯（単給世帯を
含む。） ０ ０

B
Ａ階層を除き、前年分の所得税非課税世帯のうち前年度分市町村民税
非課税世帯 ２，０００ １，０００

Ｃ

Ａ階層及び
Ｂ階層を除
き前年分の
所得税非課

税世帯

Ｃ１ 前年度分の市町村民税のうち均等割のみの課税世帯
６，０００ ４，１００

Ｃ２
前年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が
１０，０００円未満である世帯 ６，５００ ４，６００

Ｃ３
前年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が
１０，０００円以上である世帯 ７，３００ ５，４００

Ｄ

Ａ階層及び
Ｂ階層を除
き前年分の
所得税課税

世帯

Ｄ１ 前年分の所得税課税額が１，６００円未満である世帯
８，４００ ６，６００

Ｄ２
前年分の所得税課税額が１，６００円以上
８，３００円未満である世帯 １０，３００ ８，６００

Ｄ３
前年分の所得税課税額が８，３００円以上
１６，６００円未満である世帯 １１，９００ １０，２００

Ｄ４
前年分の所得税課税額が１６，６００円以上
３５，５００円未満である世帯 １５，５００ １３，８００

Ｄ５
前年分の所得税課税額が３５，５００円以上
５０，０００円未満である世帯 ２１，５００ １７，３００

Ｄ６
前年分の所得税課税額が５０，０００円以上
６６，６００円未満である世帯 ２７，４００ １８，２００

Ｄ７
前年分の所得税課税額が６６，６００円以上
８８，８００円未満である世帯 ３５，５００ １８，９００

Ｄ８
前年分の所得税課税額が８８，８００円以上
１４６，９００円未満である世帯 ４０，４００ １９，６００

Ｄ９
前年分の所得税課税額が１４６，９００円以上
２１３，６００円未満である世帯 ４２，８００ ２１，０００

Ｄ１０
前年分の所得税課税額が２１３，６００円以上
２８０，２００円未満である世帯 ４５，５００ ２２，０００

Ｄ１１
前年分の所得税課税額が２８０，２００円以上
３５５，８００円未満である世帯 ４６，８００ ２３，０００

Ｄ１２
前年分の所得税課税額が３５５，８００円以上
４０２，５００円未満である世帯 ４９，６００ ２４，２００

Ｄ１３
前年分の所得税課税額が４０２，５００円以上
５６９，１００円未満である世帯 ５０，２００ ２５，５００

Ｄ１４
前年分の所得税課税額が５６９，１００円以上
１，０２１，２００円未満である世帯 ５１，７００ ２６，９００

Ｄ１５
前年分の所得税課税額が
１，０２１，２００円以上である世帯 ５３，２００ ２６，９００

※  年齢による算出方法は、各年度の４月１日現在の年齢が基準です。
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